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○委員長（井上宜久） 

 次に、認定第６号 決算認定について（後期高齢者医療事業特別会計）を議題と

いたします。細部説明を担当課長に求めます。 

 保険健康課長。 

○保険健康課長（田辺弘子） 

 すみません。決算認定に入る前に、先ほど介護保険事業の歳出の決算書説明資料

の中の７７ページをご覧いただきたいのですけれども、決算書ではなくて、決算書

の事項別明細書のほうですけれども、その７７ページの下のほうから４行目の基金

積立金のところで、説明欄のところですけれども、介護保険料の剰余金及び介護保

険財政安定化基金となっているんですけれども、介護保険財政調整基金の間違いで

すので、説明は財政調整基金でさせていただいたんですけれども、直していただけ

ればと思います。申しわけありません。 

○委員長（井上宜久） 

 もう一度。 

○保険健康課長（田辺弘子） 

 ７７ページの介護保険財政調整基金です。申しわけありません。 

○委員長（井上宜久） 

 では、修正お願いします。 

○保険健康課長（田辺弘子） 

 では、認定第６号 決算認定について、地方自治法第２３３条第３項の規定によ

り、平成２４年度開成町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算は、別冊のとお

りにつき、監査委員の意見をつけて認定を求めます。 

 平成２５年９月４日提出、開成町長、府川裕一。 

 決算書の２５９ページになります。後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算総

額、歳入、歳入予算現額１億４，４２２万３，０００円、歳入決算額１億３，８８

９万３，４９７円、歳出、歳出予算現額１億４，４２２万３，０００円、歳出決算

額１億３，６７３万７，４４７円、歳入歳出差引額２１５万６，０５０円、うち基

金繰入額ゼロ円でございます。 

 続いて、２６０ページ、２６１ページになります。１款後期高齢者医療保険料か

ら５款諸収入まで予算現額１億４，４２２万３，０００円、調定額１億３，９５８

万２８７円、収入済額１億３，８８９万３，４９７円、不納欠損額３万９，３６０

円、収入未済額６４万７，４３０円、予算現額と収入済額との比較、５３２万９，

５０３円でございます。 

 続いて、２６２ページ、２６３ページになります。歳出、１款総務費から４款予

備費、予算現額１億４，４２２万３，０００円、支出済額１億３，６７３万７，４

４７円、翌年度繰越額ゼロ円、不用額７４８万５，５５３円、予算現額と支出済額

との比較７４８万５，５５３円、歳入歳出差引残額２１５万６，０５０円になりま
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す。 

 では、附属資料をご覧いただきたいと思います。３４５ページの後期高齢者医療

事業特別会計をご覧いただきたいと思います。今年度２４年度から一番下に被保険

者数の推移ということで、２０年度から被保険者数の人数と伸び率を記載させてい

ただいております。各年度の３月末の人数でございますけれども、２０年度から後

期高齢者医療制度が始まりまして、２１年度については、前年比としては８．９５

という伸び率になってございます。その後、５％強の伸び率になってございまして、

２４年度については、対前年度比については６．６１％、人数としては１，５３３

人というような形で、やはりこちらも人数が増えているような状況になってござい

ます。 

 こちらには記載していないんですけれども、一人当たりの医療費で見ますと、８

３万４，８２５円という形が２４年度の一人当たりの医療費になります。８３万４，

８２５円、前年と比べまして５，４３６円ほど増えているような状況になってござ

いまして、プラス０．７％の伸びになっております。 

 では、上のほう歳入をご覧いただきたいと思います。まず、後期高齢者医療保険

料ということで、保険料、対前年と比べて１１．１％ほど伸びております。これに

つきましては、被保険者数も伸びている関係もございますけれども、保険料が２４

年度から改定になってございます。その改定によりまして、こちらも保険料が伸び

ている状況となってございます。 

 歳入の合計といたしまして、対前年と比べて６．８％の伸び、歳出で見ますと、

２の後期高齢者医療広域連合の納付金という形で、対前年と比べまして７．１％の

伸びになってございます。トータルといたしまして、歳出合計として７．０％の伸

びということで、２３年度６．１％に比べて、やはり人数が増えているという関係

もありまして、歳出は伸びてございます。 

 では、事項別説明書に移りまして説明をさせていただきます。８２ページをご覧

ください。まず、後期高齢者医療の保険料になります。こちら現年度分の特別徴収

の保険料ですけれども、収納総件数として６，４４２件です。 

 その下、普通徴収保険料でして、そこが収納総件数３，３１７件で、収納率は９

８．６％になります。現年度分については、９９．６％でございます、過年度分に

ついては、普通徴収保険料ということで、過年度分３年間の滞納繰越分の保険料、

収納総件数としては５６．８人、収納率としては８０．４％になります。  

 続いて、一つ飛ばしまして、繰入金になります。一般会計繰入金、保険基盤安定

基盤繰入金になりまして、低所得者による保険料軽減分と元被用者保険の被扶養者

だったものにかかる保険料軽減分を県負担分４分の３とあわせて一般会計から繰り

入れをしてございます。その他、一般会計繰入金ということで、保険料徴収等によ

る事務費を一般会計から繰り入れてございます。 

 その一番下、諸収入になりますけれども、保険料還付金ということで、広域連合

に納付した２３年度還付金の還付未済金を精算してございます。 
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 続いて、歳出になりまして、８４ページになります。総務費でございます。一般

管理費、保険料徴収等による通知の印刷作成や、発送を行ったものでございます。 

 後期高齢者医療広域連合納付金になります。後期高齢者医療広域連合へ、町が徴

収しました保険料の相当分１億２，２１９万９，８７０円と軽減額の相当分１，２

７１万１，５３８円を納付してございます。 

 一番下、諸支出金ということで、過年度分保険料還付金になります。死亡者等の

過年度保険料の精算還付を行ってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（井上宜久） 

 以上で認定第６号 決算認定について（後期高齢者医療事業特別会計）の説明が

終了いたしました。 

○保険健康課長（田辺弘子） 

 失礼しました。最後、すみません。失礼いたしました。 

 最後に２７２ページの実質収支に関する調書をご覧いただきたいと思います。  

 １、歳入総額１億３，８８９万３，０００円、２、歳出総額１億３，６７３万７，

０００円、３、歳入歳出差引額２１５万６，０００円、４、翌年度へ繰り越すべき

財源ということでゼロ円、５、実質収支額２１５万６，０００円になります。 

 以上でございます。 

○委員長（井上宜久） 

 失礼しました。以上で認定第６号 決算認定について（後期高齢者医療事業特別

会計）の説明が終了いたしました。 

  


